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@も う一つの訴訟資料は、楠田さんの訴訟資料です。

;こ の訴訟、判決文の見方は「債務不存在確認訴訟を、加害側が提

起→被害者側が"シナリオ通り裁判官と被害者委任弁護士に言い包

められて反訴"→判決文最後で裁判官が"債務不存在確認訴訟煮適

法性無し、従つて反訴事件のみ適法と認めて判決する"と 、詐欺債

務不存在確認訴訟の雛形通り終わつている事です」

@お分かりでしょうか"楠田さんは債務不存在詐欺訴訟制度を採ら

された、私は法律通りの反訴等せずとした結果、逆上した裁判官、

弁護士は、訴訟詐欺、印紙税詐欺を貫いたつて事の証明が出来上が

つているんですよ"楠田さんは反訴させられたので訴訟額に応じた

印紙を納めさせられていますから。



平成 22年 1月 20日 判決言渡 同 日原本領収 裁判所書記官

平成 17午 (フ)第 146号  債務不存在確認請求本訴事件

平成 20年 (勁第 1549号  損害賠償請求反訴事件

判    決

静岡市清水区迎山町 6-10

本訴原告・反訴被告 (以下 「原告●● Jと い う。 )

ゃ ● ● ゛

静岡,市駿河区国吉田二丁 目3番 1号

本訴原告・反訴被告 (以下 「原告静岡 トヨタJと い う。 )

静 岡 トヨタ 自動 車株 式 会 社

同代表者代表取締役    吉  田  耕  蔵

東京都千代 田区丸の内一丁 目2番 1号

本訴原告 (以下 「原告保険会社」 とい う.)

東京海上 日動火災保険株式会社

同代表者代表取締役    隅     rlJ  三

原告ら訴訟代理人弁護士  伊  藤  喜  代 次

同          増 ,田  保  六

同          小  林  雄  ・資

同訴訟復代理人弁護士   塩  谷  知  一

静岡市清水区三保 3224

本訴被告・反訴原告 (以下 「被告」 とい う。 )

楠  田  芳  庸

同訴訟代理人井謹士    中  島  俊  行

主     文

1 原告 らの本訴請求に係る訴えを去p下する.

2 原告遠藤及び原告静岡 トヨタは,被告に対 し,連帯 して 740万 21551
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円及びこれに対する平成 13年 lo月 23日 か ら支払済みまで年 5分の害J合

による金員を支払え。      .

3 被告のその余の請求を棄却する。

4 訴訟費用は,本訴,反訴を通 じ,原告保険会社に生 じた費用を原告保険会

社の負担 とし,原告遠申 ,原告静岡 トゴタ及び被告に生 じた費用の 5分の 1

を原告遠藤″原告静岡 トヨタの負担 とし,原告遠3,原 告静岡 トヨタ及び被

告に生 じたその余の費用を被告の負担 とする.

5 この判決の主文 2項は,仮 に執行することができる。

事実及び理由

第 1 請求

一 本訴                              .

原告 らの被告に対する別紙交通事故 目録記載の交通事故に基づ く損害賠償

債務は 77万 8624円 を超 えては存・在 しないことを確認する.

二 反訴

原告遠藤及び原告静岡 トヨタは,被告に対 し,各 自 3000万 円及び これ

に対する平成 13年 10月 23日 から支払済みまで年 5分の割合による金員

を支払え.

第 2 事業の概要

本訴は,原告遠● 運転の車両が被告運転の車両に追突 した交通事故につい

て,民法 709条 により損害賠償責任を負担する原告遠藤,民法 715条 に

より損害賠償責任を負担する原告静岡 トヨタ及び原告遠層 と自動車保険契約

を締結 している原告保険会社が,被告に対 し,上記事故に基づ く損害賠償債

務は 77万 8624円 を超えては存在 しないことの確認 を求めた事業である.

反訴は,上記事故について,被告が,原告違●及び原告静岡 トヨタ各 自に

対 し,不法行為による損害賠償請求権に基づいて,そ れぞれ一部請求 として ,

物損分 68万 円及び人損分 2982万 円の合計 3ooo万 円及びこれに対す
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両の保管費用はその必要性を認めることができず,本件事故 と相当因果

関係のある損害と認めることltで きない」

3 レンタカー代

井論の金趣冒によれば,被告はレンタカー代 2万 8224円 の支払を要

したことが認められる.

4 被告主張の(Jな いし日の損害は,いずれも本件事故による受傷により被

告が長期間にわたり労働能力の全部又は大部分を喪失 したことを前提 とす

るものであるところ,上記二,二に認定のとお り,被告は本件事故により

受傷 した平成 13年 10月 23日 か ら平成 14年 2月 9日 までの間は休業

を余儀なくされたものの,同 日の症状固定時から5年 間にわた り労働能力

の 5パーセン トを喪失するにとどまるのであるから,上記被告主張の前提

事実を認めることはできず,被告主張の上記損害は本件事故 と相当日果関

係のある損害 と認めることはできない。

5 既払金の控除

被告の物損の損害額は上記 1ない し3の合計 19万 3324円 となるが ,

上記第 2,-4に )の とお り,被告 |ま 車両保管費用 1万 4700円 の支払を

受けているから,こ れを控除すると, 17万 8624円 となる.

四 本訴請求の適法性について

職権により判断するに,原告 らの損害賠償金債務の不存在確認請求に係 る

本所の訴えについては,被告から原告遠藤及び原告静商 トヨンに対する損害

賠償金の支払を求める反訴が提起 されている以上,も はや確認の利益を認め

ることはできないから,原告 らの上記訴えは,不適法 として却下を免れない

とい うべきである (最 高載第一小法廷平成 16年 3月 25日 判決参照).

五 以上によれば,原告らの本訴請求に係る訴えを去口下し,被告の反訴請求は,

原告遠暉及び原告静岡 トヨタに対し,連帯して 746万 2155円 の支払を

求める限度で理由があるからこれを認容 し,そ の余は失当であるからこれを
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棄去口す ること とし,主文 の とお り判決す る。

(口 頭弁論終精 日・平成 21年 11月 10日 )

′

静岡地方裁判所民事第 1部

裁判官  三  木  勇  次

これい、正洋1である.

口FI日 ,1義キ‖7■ 1己官 :大 オ寸 久 僧i

日T° cj
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の管獄費
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